
 

 

一  

政
府
管
掌
年
金
事
業
等
の
運
営
の
改
善
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

政
府
管
掌
年
金
事
業
等
の
運
営
の
改
善
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正

す
る
。 

第
二
条
中
国
民
年
金
法
第
百
九
条
の
二
を
第
百
九
条
の
二
の
二
と
す
る
改
正
規
定
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

第
八
十
七
条
の
二
第
二
項
中
「
月
（
」
の
下
に
「
第
九
十
三
条
の
二
第
四
項
又
は
」
を
加
え
る
。 

第
九
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
後
納
保
険
料
の
納
付
） 

第
九
十
三
条
の
二 

被
保
険
者
又
は
被
保
険
者
で
あ
つ
た
者
（
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
を
除
く
。
）
は
、
厚
生
労
働
大

臣
の
承
認
を
受
け
、
そ
の
者
の
被
保
険
者
期
間
の
う
ち
、
保
険
料
納
付
済
期
間
及
び
保
険
料
免
除
期
間
以
外
の
期
間
（
承

認
の
日
の
属
す
る
月
前
十
年
以
内
の
期
間
で
あ
つ
て
、
当
該
期
間
に
係
る
保
険
料
を
徴
収
す
る
権
利
が
時
効
に
よ
つ
て
消

滅
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
各
月
に
つ
き
、
当
該
各
月
の
保
険
料
に
相
当
す
る
額
に
政
令
で
定
め
る
額
を
加
算
し
た

額
の
保
険
料
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
後
納
保
険
料
」
と
い
う
。
）
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
承
認
を
行
う
に
際
し
て
、
同
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
納
期
限
ま
で
に
納
付
し



 

 

 

二  

な
か
つ
た
保
険
料
で
あ
つ
て
こ
れ
を
徴
収
す
る
権
利
が
時
効
に
よ
つ
て
消
滅
し
て
い
な
い
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
滞
納
保
険
料
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
納
付
し
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
滞
納
保
険
料
の
納
付
を
求
め
る
も

の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
後
納
保
険
料
の
納
付
は
、
先
に
経
過
し
た
月
の
保
険
料
に
係
る
後
納
保
険
料
か
ら
順
次
に
行
う

も
の
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
後
納
保
険
料
の
納
付
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
納
付
が
行
わ
れ
た
日
に
、
納
付
に
係
る
月
の
保
険

料
が
納
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

５ 

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
後
納
保
険
料
の
納
付
手
続
そ
の
他
後
納
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、

政
令
で
定
め
る
。 

第
二
条
の
う
ち
国
民
年
金
法
第
百
九
条
の
四
第
一
項
第
三
十
三
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
中「
同
項
第
三
十
三
号
」

を
「
同
項
第
二
十
一
号
」
に
改
め
、
第
三
十
三
号
の
二
を
削
る
。 

第
二
条
の
う
ち
国
民
年
金
法
第
百
九
条
の
四
第
一
項
第
三
十
七
号
の
三
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
の
前
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。 



 

 

三  

二
十
一
の
二 

第
九
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認 

第
百
九
条
の
四
第
一
項
第
三
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三
十
三
の
二 

第
百
九
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
申
請
の
受
理 

附
則
第
一
条
第
六
号
中
「
附
則
第
十
条
」
を
「
第
二
条
中
国
民
年
金
法
第
八
十
七
条
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
九

十
三
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
法
第
百
九
条
の
四
第
一
項
第
二
十
一
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
並

び
に
附
則
第
十
条
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
第
五
号
」
の
下
に
「
及
び
前
号
」
を
加
え
る
。 

附
則
第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
国
民
年
金
の
後
納
保
険
料
の
納
付
に
関
す
る
特
例
） 

第
十
条 

第
二
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
（
次
条
に

お
い
て
「
第
六
号
改
正
後
国
民
年
金
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
後
納
保
険
料
を
納

付
し
た
者
に
対
す
る
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
同
日
以
後
の
国

民
年
金
の
被
保
険
者
期
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
同
日
以
後
に
同
法
第
九
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
が
行
わ
れ

た
こ
と
に
よ
り
保
険
料
納
付
済
期
間
」
と
す
る
。 



 

 

 

四  

附
則
第
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
国
民
年
金
の
後
納
保
険
料
の
納
付
に
関
す
る
経
過
措
置
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
前
条
」

を
「
第
六
号
改
正
後
国
民
年
金
法
第
九
十
三
条
の
二
」
に
改
め
、
「
同
法
」
を
削
る
。 

附
則
第
十
二
条
第
一
項
中
「
係
る
保
険
料
納
付
済
期
間
」
の
下
に
「
（
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
料
納
付
済
期

間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。 


